
別紙様式第 22 号 

申請日 2026 年 4 月 13 日 

 

一般社団法人 資産運用業協会 

会 長 殿 

 

イーストスプリング・インベストメンツ株式会社 

代表取締役  佐藤 輝幸 

 

正会員の財務状況等に関する届出書 
 

当社の財務状況等に係る会計監査が終了いたしましたので、 貴協会の定款の施行に関する規則第９条第

１項第 17 号の規定に基づき、下記のとおり報告いたします。 

 

１. 委託会社等の概況 
 
（１）資本金の額（2026 年 1 月末現在） 

資本金の額 ： 649.5 百万円 
発行する株式の総数 ： 30,000 株 
発行済株式総数 ： 23,060 株 
過去５年間における主な資本金の増減 ： 該当事項はありません。 

 
（２）委託会社等の機構（2026 年 1 月末現在） 

  
 

・会社の意思決定機構 
取締役会は、当社の業務方針その他重要な事項を決し、取締役の職務の執行を監督する機関で、3 名以上の取

締役をもって構成します。取締役は株主総会において選任されます。取締役の任期は、就任後 2 年以内の最終

の決算期に関する定時株主総会の終了の時までとし、任期満了前に退任した取締役の後任として選任された取

締役の任期は、退任した取締役の任期の満了する時まで、また、増員により選任された取締役の任期は、他の

取締役の任期の満了する時までとします。 
取締役会は、取締役の中より代表取締役を 1 名以上選任することができます。 
取締役会は、代表取締役が招集し、議長は取締役会ごとに出席取締役の中から選任します。 



取締役会は、定款および取締役会規程に定める事項のほか、経営委員会が上申する業務執行に関する重要事項

を決定します。その決議は、取締役会の過半数が出席し、その取締役の過半数をもって行います。 
・運用体制 
投資運用委員会において投資方針を決定します。運用部は投資環境の調査・分析を行い、これらの調査・分析

結果を踏まえ、投資運用委員会により決定された投資方針に基づいて、投資判断を行います。投資判断を行う

にあたっては、ガイドラインに抵触しないことの確認が求められます。また、流動性リスク等の投資リスクの

モニタリングも行います。 
リスク・コンプライアンス部は、法令・ガイドライン等の遵守状況をチェックします。ビジネス・オペレーシ

ョン部は、運用状況および投資リスクのモニタリングのサポートを行い、必要なデータ等を提供します。これ

らの結果を運用部にフィードバックすることにより、精度の高い運用体制を維持できるように努めています。 
・監督体制 
業務執行ラインからの独立性を維持し潜在的な利益相反を排除する目的で、取締役会から直接委嘱された懲戒

委員会、スチュワードシップ委員会、プロダクトガバナンス委員会を設置しています。 
業務執行においては、代表取締役社長から委嘱された経営委員会とリスク・コンプライアンス委員会が、各々、

当社の業務執行における意思決定機関、およびその法令遵守とリスク管理状況を監視する機関として設置され

ています。さらに、経営委員会から委嘱された投資運用委員会と商品委員会の各々が、専門的に顧客資産の運

用状況や新商品の設計などに係わる審議・報告・承認を行い、その内容を経営委員会に報告しています。 

 

 

２.事業の内容及び営業の概況 
 

「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行

うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）を行っています。また、

「金融商品取引法」に定める投資助言・代理業を行っています。 

 
委託会社の運用する証券投資信託は、2026 年 1月末現在、以下の通りです（親投資信託を除きます。）。 

ファンドの種類 本数 純資産総額（百万円） 

追加型株式投資信託 25 854,917 

合計 25 854,917 

 



 

３.委託会社等の経理状況 
 

1. 委託会社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和 38 年大蔵省令第 59 号)第 2

条に基づき、同規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成 19 年 8 月 6 日内閣府令第 52 号)により作成し

ております。 
 また、財務諸表の金額については、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。 

 

 
2. 委託会社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第27期事業年度（自 2025年 1月1日 至 2025

年12月31日）の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人の監査を受けております。 



 

 

独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書 

 
２０２６年３月２日 

 

イーストスプリング・インベストメンツ株式会社 

取 締 役 会  御 中 

 

  
EY 新日本有限責任監査法人 

東  京  事  務  所 
  

 

  指定有限責任社員 
業務執行社員 

  公認会計士 稲 葉 宏 和 

 

 
監査意見 

当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に掲げら

れているイーストスプリング・インベストメンツ株式会社の２０２５年１月１日から２０２５年１２月３１日までの第２７期事業

年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を

行った。 
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、イーストスプ

リング・インベストメンツ株式会社の２０２５年１２月３１日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を、

全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。 

 
監査意見の根拠 

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査

法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定

に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎

となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。 
 
その他の記載内容 

その他の記載内容は、監査した財務諸表を含む開示書類に含まれる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報であ

る。 
当監査法人は、その他の記載内容が存在しないと判断したため、その他の記載内容に対するいかなる作業も実施していない。 

 
財務諸表に対する経営者及び監査役の責任 

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示するこ

とにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した

内部統制を整備及び運用することが含まれる。 
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、

我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該

事項を開示する責任がある。 
監査役の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。 

 
財務諸表監査における監査人の責任 

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかど

うかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、

不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込

まれる場合に、重要性があると判断される。 
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判

断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。 
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、

実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手す

る。 
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際し

て、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。 
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する

注記事項の妥当性を評価する。 



・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業

の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の

前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要

な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められて

いる。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業

として存続できなくなる可能性がある。 
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかととも

に、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示し

ているかどうかを評価する。 
・ 財務諸表に対する意見表明の基礎となる、財務諸表に含まれる構成単位の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を入手す

るために、財務諸表の監査を計画し実施する。監査人は、構成単位の財務情報の監査に関する指揮、監督及び査閲に関して責

任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。 
 監査人は、監査役に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査

上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。 
 監査人は、監査役に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に

影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準

にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。 

 
利害関係 
 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

以  上 
 

（注）1．上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。 

   2．XBRL データは監査の対象には含まれていません。 



 
（１）【貸借対照表】 

    （単位：千円）

  
前事業年度 

（2024 年 12 月 31 日） 
当事業年度 

（2025 年 12 月 31 日） 
資産の部         
流動資産         
現金及び預金   3,040,961   2,549,685 
有価証券   10,476   73,026 
前払費用   90,906   127,411 
未収委託者報酬   2,959,382   2,789,948 
未収入金   109,699   83,449 
流動資産合計   6,211,425   5,623,522 

固定資産     ※1   
有形固定資産         
建物   101   51,299 
器具備品   23,703   22,843 
リース資産   0   0 
有形固定資産合計   23,804   74,142 

無形固定資産         
ソフトウェア   28,625   22,325 
無形固定資産合計   28,625   22,325 

投資その他の資産         
長期差入保証金   22,371   17,871 
繰延税金資産   139,034   57,657 
投資その他の資産合計   161,406   75,529 

固定資産合計   213,835   171,996 
資産合計   6,425,261   5,795,519 

負債の部         
流動負債         
未払金         
未払手数料   1,669,440   1,574,058 
関係会社未払金   335,477   247,888 
その他未払金   58,824   86,003 

未払費用   15,391   12,460 
未払法人税等   728,159   351,044 
預り金   13,364   13,175 
賞与引当金   289,349   105,286 
未払消費税等   222,139 ※2 74,260 
リース債務   959   399 
流動負債合計   3,333,106   2,464,579 

固定負債         
退職給付引当金   319,786   343,579 
資産除去債務   -   53,224 
リース債務   399   - 
固定負債合計   320,186   396,804 

負債合計   3,653,292   2,861,384 
純資産の部         
株主資本         
資本金   649,500   649,500 
資本剰余金         
資本準備金   616,875   616,875 
資本剰余金合計   616,875   616,875 

利益剰余金         
その他利益剰余金         
繰越利益剰余金   1,505,593   1,667,759 

利益剰余金合計   1,505,593   1,667,759 
株主資本合計   2,771,968   2,934,134 

純資産合計   2,771,968   2,934,134 
負債・純資産合計   6,425,261   5,795,519 

 



 

（２）【損益計算書】 

    （単位：千円）

  
前事業年度 

 （自 2024 年 1 月 1 日 
至 2024 年 12 月 31 日） 

当事業年度 
 （自 2025 年 1 月 1 日 

至 2025 年 12 月 31 日） 
営業収益         
委託者報酬   9,668,416   9,946,958 
その他営業収益   349,230   414,639 
営業収益合計   10,017,646   10,361,597 

営業費用         
支払手数料   5,227,756   5,421,641 
広告宣伝費   72,486   77,517 
調査費   291,780   369,697 
委託調査費   705,794   661,322 
委託計算費   109,937   116,633 
通信費   7,710   7,678 
諸会費   4,573   5,624 
営業費用合計   6,420,040   6,660,115 

一般管理費         
役員報酬   145,762   130,809 
給料・手当   590,464   647,240 
賞与   235,551   119,677 
交際費   2,777   4,505 
旅費交通費   18,903   19,223 
租税公課   45,945   47,683 
不動産賃借料   122,366   117,897 
退職給付費用   65,662   64,748 
減価償却費   6,809 ※1 14,589 
採用費   4,148   21,415 
専門家報酬   15,233   23,274 
業務委託費   38,398   41,313 
敷金の償却   4,909   4,500 
諸経費   131,819   99,176 
一般管理費合計   1,428,752   1,356,055 

営業利益   2,168,853   2,345,425 
営業外収益         
受取利息   84   1,730 
受取配当金   12   607 
有価証券売却益   562   27 
有価証券評価益   -   2,905 
雑収入   27   19 
営業外収益合計   685   5,290 

営業外費用         
有価証券評価損   630   - 
為替差損   23,379   8,703 
営業外費用合計   24,010   8,703 

経常利益   2,145,529   2,342,013 
税引前純利益   2,145,529   2,342,013 
法人税、住民税及び事業税   735,366   694,470 
法人税等調整額   5,676   81,376 
法人税等合計   741,042   775,846 
当期純利益   1,404,486   1,566,166 

 



 

（３）【株主資本等変動計算書】 

前事業年度（自 2024 年 1 月 1 日 至 2024 年 12 月 31 日） 
 （単位：千円）

項目 

株主資本 
純資産 
合計 資本金 

資本剰余金 利益剰余金 
株主資本 
合計 資本準備金 

その他利益剰余金 
繰越利益剰余金 

当期首残高 649,500 616,875 631,107 1,897,482 1,897,482 
当期変動額           

剰余金の配当 － － △ 530,000 △ 530,000 △ 530,000 
当期純利益 － － 1,404,486 1,404,486 1,404,486 

当期変動額合計 － － 874,486 874,486 874,486 
当期末残高 649,500 616,875 1,505,593 2,771,968 2,771,968 

 
当事業年度（自 2025 年 1 月 1 日 至 2025 年 12 月 31 日） 

 （単位：千円）

項目 

株主資本 
純資産 
合計 資本金 

資本剰余金 利益剰余金 
株主資本 
合計 資本準備金 

その他利益剰余金 
繰越利益剰余金 

当期首残高 649,500 616,875 1,505,593 2,771,968 2,771,968 
当期変動額           

剰余金の配当 － － △ 1,404,000 △ 1,404,000 △ 1,404,000 
当期純利益 － － 1,566,166 1,566,166 1,566,166 

当期変動額合計 － － 162,166 162,166 162,166 
当期末残高 649,500 616,875 1,667,759 2,934,134 2,934,134 



［注記事項］ 

 
（重要な会計方針） 
1．資産の評価基準及び評価方法 
有価証券の評価基準及び評価方法 
売買目的有価証券 

時価法により行っております。 

 
2．固定資産の減価償却の方法 
有形固定資産（リース資産を除く） 
定額法を採用しております。 
なお、主な耐用年数は以下の通りであります。 

建物       18 年 
器具備品     4 年～6 年 

無形固定資産（リース資産を除く） 
定額法を採用しております。 
なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間（5年）に基づいております。 

 
3．引当金の計上基準 
(1) 貸倒引当金 

債権の貸倒れによる損失に備えて、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権につい

ては個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。但し、当期の計上額はありません。 
(2) 賞与引当金 

役員及び従業員の賞与の支払に備えて、賞与支給見込額の当期負担額を計上しております。 
(3) 退職給付引当金 

従業員の退職金の支払に備えて、当社退職金規程及び特別退職慰労引当金規程に基づく当期末自己都合退職金

要支給額を計上しております。また、役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上

しており、退職給付引当金に含めて開示しております。 

 
4．収益及び費用の計上基準 

当社は、投資運用業の契約に基づき顧客の資産を管理・運用する義務を負っており、投資運用サービスから委託

者報酬を獲得しております。 

 
契約における履行義務の充足に伴い、約束したサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該サービスと交換に

受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。当社の顧客との契約から生じる収益に関する主

要な事業における主な履行義務の内容及び当該履行義務を充足する通常の時点（収益を認識する通常の時点）は以

下のとおりです。 

 
委託者報酬は、投資信託の信託約款に基づき日々の純資産総額に対する一定割合として運用期間にわたり収益と

して認識しております。 

 
また、当社の関係会社から受け取る振替収益は、関係会社との契約で定められた算式に基づき月次で認識してお

ります。 

 
5．外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準 

外貨建金銭債権債務は、当期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。 

 



（会計上の見積りの変更） 
資産除去債務の計算方法に係る見積りの変更 

 
当社の本社オフィスの不動産賃貸借契約による退去時における原状回復義務に係る資産除去債務について、当

事業年度に入手しました原状回復工事概算額に基づき、原状回復費用の見積りの変更を行いました。 

 
また、資産除去債務の計上については、従来、負債計上に代えて不動産賃貸契約に関連する敷金の回収が最終

的に見込めないと認められる金額を合理的に見積り、当事業年度の負担に属する金額を費用に計上する方法によ

っておりましたが、当事業年度より、原状回復費用を資産除去債務として負債計上することといたしました。こ

れは、当事業年度において原状回復費用の総額が敷金の総額を上回ることとなり、従来の方法によることが認め

られなくなったことによるものであります。 

 
これにより、当事業年度において資産除去債務を 53,224 千円計上しております。 

 
（貸借対照表関係） 
※1．固定資産の減価償却累計額は以下の通りであります。 
有形固定資産 

  前事業年度末   当事業年度末 

  (2024 年 12 月 31 日)   (2025 年 12 月 31 日) 

建物   113,365 千円     115,340 千円 

器具備品   61,871 千円     67,246 千円 

リース資産   5,234 千円     5,234 千円 

計   180,471 千円     187,820 千円 

（注）上記減価償却累計額には、有形固定資産の減損損失累計額が含まれております。 

 
※2．消費税等の取り扱い 
仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺のうえ、流動負債の「未払消費税等」として表示しております。 

 
（損益計算書関係） 
※1．減価償却実施額 

  前事業年度 当事業年度 

  （自 2024 年 1 月 1 日 （自 2025 年 1 月 1 日 

  至 2024 年 12 月 31 日) 至 2025 年 12 月 31 日) 

有形固定資産 3,934 千円 8,289 千円 

無形固定資産 2,874 千円 6,299 千円 

計 6,809 千円 14,589 千円 

 



（株主資本等変動計算書関係） 
前事業年度（自 2024 年 1 月 1 日 至 2024 年 12 月 31 日） 
1．発行済株式の種類及び総数に関する事項 

株式の種類 
前事業年度 
期首株式数 

前事業年度 
増加株式数 

前事業年度 
減少株式数 

前事業年度 
末株式数 

普通株式 23,060 株 - - 23,060 株 

 
2．配当に関する事項 
(1) 配当金支払額 

決議 株式の種類 
配当金の総額 

(千円) 
配当の原資 

1株当たり 
配当額(円) 

基準日 効力発生日 

2024/3/22 
定時株主総会 

普通株式 530,000 利益剰余金 22,983 2023/12/31 2024/3/22 

 
(2) 基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの 

決議 株式の種類 
配当金の総額 

(千円) 
配当の原資 

1株当たり 
配当額(円) 

基準日 効力発生日 

2025/3/24 
定時株主総会 

普通株式 1,404,000 利益剰余金 60,884 2024/12/31 2025/3/24 



当事業年度（自 2025 年 1 月 1 日 至 2025 年 12 月 31 日） 
1．発行済株式の種類及び総数に関する事項 

株式の種類 
当事業年度 
期首株式数 

当事業年度 
増加株式数 

当事業年度 
減少株式数 

当事業年度 
末株式数 

普通株式 23,060 株 - - 23,060 株 

 
2．配当に関する事項 
(1) 配当金支払額 

決議 株式の種類 
配当金の総額 

(千円) 
配当の原資 

1株当たり 
配当額(円) 

基準日 効力発生日 

2025/3/24 
定時株主総会 

普通株式 1,404,000 利益剰余金 60,884 2024/12/31 2025/3/24 

 
(2) 基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの 

決議 株式の種類 
配当金の総額 

(千円) 
配当の原資 

1株当たり 
配当額(円) 

基準日 効力発生日 

2026/3/23 
定時株主総会 

普通株式 1,566,000 利益剰余金 67,909 2025/12/31 2026/3/23 



（金融商品関係） 
1．金融商品の状況に関する事項 
(1) 金融商品に対する取組方針 
 当社は、投資運用業などの金融サービス事業を行っております。そのため、資金運用については、預金等の短

期的で安全性の高い金融資産に限定し、顧客利益に反しない運用を行っております。また、借入等の資金調達及

びデリバティブ取引は行っておりません。 

 
(2) 金融商品の内容及びリスク 
 有価証券は、主に自己で設定した投資信託へのシードマネーの投入によるものであります。これら投資信託の

投資対象は株式、公社債等のため、価格変動リスクや信用リスク、流動性リスク、為替変動リスクに晒されてお

ります。 
 営業債権である未収委託者報酬は、信託財産中から支弁されるものであり、信託財産については受託者である

信託銀行において分別管理されているため、リスクは僅少となっております。 
 営業債権である未収入金は、主に同一の親会社をもつ会社への債権であり、リスクは僅少となっております。 
 長期差入保証金は、建物等の賃借契約に関連する敷金等であり、差入先の信用リスクに晒されております。 
 また、営業債務である未払金は、すべて 1 年以内の支払期日であります。 

 
(3) 金融商品に係るリスク管理体制 
 当社は、有価証券について、毎月末に時価を算出し評価損益を把握しております。 
 また、営業債権について、定期的に期日管理及び残高管理を行っております。 
 なお、長期差入保証金についても、差入先の信用リスクについて、定期的に管理を行っております。 

 
2．金融商品の時価等に関する事項 

 
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、以下の通りであります。 

 
前事業年度末（2024 年 12 月 31 日） 
      (単位:千円) 
  貸借対照表 

計上額 
時価 差額 

有価証券 10,476 10,476 - 

長期差入保証金 22,371 21,971 △ 401 

 
当事業年度末（2025 年 12 月 31 日） 
      (単位:千円) 
  貸借対照表 

計上額 
時価 差額 

有価証券 73,026 73,026 - 

長期差入保証金 17,871 17,461 △ 410 

 
（注 1）現金及び預金、未収委託者報酬、未収入金、未払金、未払費用及び預り金は、短期間で決済されるため時価が

帳簿価額に近似するものであることから、注記を省略しております。 



（注 2）金銭債権の決算日後の償還予定額 

 
前事業年度末（2024 年 12 月 31 日） 

      (単位:千円) 
  

１年以内 
1 年超 

5 年以内 
5 年超 

10 年以内 
10 年超 

現金及び預金 3,040,961 - - - 
未収委託者報酬 2,959,382 - - - 
未収入金 109,699 - - - 
長期差入保証金 - 22,371 - - 
合計 6,110,042 22,371 - - 

 
当事業年度末（2025 年 12 月 31 日） 

      (単位:千円) 
  

１年以内 
1 年超 

5 年以内 
5 年超 

10 年以内 
10 年超 

現金及び預金 2,549,685 - - - 
未収委託者報酬 2,789,948 - - - 
未収入金 83,449 - - - 
長期差入保証金 - 17,871 - - 
合計 5,423,083 17,871 - - 

 
3．金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項 
 金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の３つのレベルに分

類しております。 
レベル１の時価：同一の資産又は負債の活発な市場における（無調整の）相場価格により算定した時価 
レベル２の時価：レベル１のインプット以外の直接又は間接的に観察可能なインプットを用いて算定した時価 
レベル３の時価：重要な観察できないインプットを使用して算定した時価 
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属

するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。 

 
(1) 時価をもって貸借対照表計上額とする金融資産及び金融負債 

 
前事業年度末（2024 年 12 月 31 日） 

(単位:千円) 

区分 
時価 

レベル 1 レベル 2 レベル 3 合計 
有価証券 - 10,476 - 10,476 
資産計 - 10,476 - 10,476 

 
当事業年度末（2025 年 12 月 31 日） 

(単位:千円) 

区分 
時価 

レベル 1 レベル 2 レベル 3 合計 
有価証券 - 73,026 - 73,026 
資産計 - 73,026 - 73,026 

（注）時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明 
「有価証券」 
解約等に関して市場参加者からリスクの対価を求められるほどの重要な解約制限がない非上場投資信託

については、基準価額を時価としており、レベル 2 の時価に分類しております。 



(2) 時価をもって貸借対照表計上額とする金融資産及び金融負債以外の金融資産及び金融負債 

 
前事業年度末（2024 年 12 月 31 日） 

(単位:千円) 

区分 
時価 

レベル 1 レベル 2 レベル 3 合計 
長期差入保証金 - 21,971 - 21,971 

資産計 - 21,971 - 21,971 

 
当事業年度末（2025 年 12 月 31 日） 

(単位:千円) 

区分 
時価 

レベル 1 レベル 2 レベル 3 合計 
長期差入保証金 - 17,461 - 17,461 

資産計 - 17,461 - 17,461 
（注）時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明 

「長期差入保証金」 
差入保証金の時価は、一定の期間ごとに分類し、その将来キャッシュ・フローを国債の利回り等適切な

指標による利率で割り引いた現在価値により算定しており、レベル２の時価に分類しております。 
なお、「時価」には、敷金の回収が最終的に見込めないと認められる部分の金額（資産除去債務の未償却

残高）が含まれております。 



（有価証券関係） 
売買目的有価証券 
  前事業年度 当事業年度 
  （自 2024 年 1 月 1 日 （自 2025 年 1 月 1 日 
  至 2024 年 12 月 31 日） 至 2025 年 12 月 31 日） 
事業年度の損益に含まれた評価差額 △ 630 千円 2,905 千円 

 
（デリバティブ取引関係） 

該当事項はありません。 

 
（資産除去債務関係） 

前事業年度 
当社は、本社オフィスの不動産賃借契約に基づき、オフィスの退去時における原状回復に係る債務を資産除去

債務として認識しております。 
なお、資産除去債務の負債計上に代えて、不動産賃借契約に関連する敷金の回収が最終的に見込めないと認め

られる金額を合理的に見積り、そのうち当期の負担に属する金額を費用に計上する方法によっております。 

 
当事業年度 

資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの 

 
1．当該資産除去債務の概要 
本社オフィスの不動産賃貸借契約に伴う原状回復義務であります。 

 
2．当該資産除去債務の金額と算定方法 
使用見込期間を不動産賃貸借契約の残存期間 2 年と見積り、割引率は 1.167％を使用して資産除去債務の金額を

計算しております。 

 
3．当該資産除去債務の総額の増減 

  当事業年度 
  （自 2025 年 1 月 1 日 
  至 2025 年 12 月 31 日） 
期首残高 - 千円 
見積りの変更による増加額 53,173 千円 
時の経過による調整額 51 千円 
期末残高 53,224 千円 

 
当該資産除去債務の金額の見積りの変更 

 
当社の本社オフィスの不動産賃貸借契約による退去時における原状回復義務に係る資産除去債務について、当

事業年度に入手しました原状回復工事概算額に基づき、原状回復費用の見積りの変更を行いました。 

 
また、資産除去債務の計上については、従来、負債計上に代えて不動産賃貸契約に関連する敷金の回収が最終

的に見込めないと認められる金額を合理的に見積り、当事業年度の負担に属する金額を費用に計上する方法によ

っておりましたが、当事業年度より、原状回復費用を資産除去債務として負債計上することといたしました。こ

れは、当事業年度において原状回復費用の総額が敷金の総額を上回ることとなり、従来の方法によることが認め

られなくなったことによるものであります。 

 
これにより、当事業年度において資産除去債務を 53,224 千円計上しております。 

 



（退職給付関係） 
1．採用している退職金制度の概要 
 退職一時金制度を採用しております。退職給付会計に関する実務指針(平成 11 年 9 月 14 日 日本公認会計士協

会会計制度委員会報告第 13 号)に定める簡便法(期末自己都合要支給額を退職給付債務とする方法)により、当期

末において発生していると認められる額を計上しております。また、内規に基づく役員退職慰労金の当期末所要

額も退職給付引当金に含めて計上しております。 

 
2．退職給付債務に係る期首残高と期末残高の調整表 

  
前事業年度 

（自 2024 年 1 月 1 日 
至 2024 年 12 月 31 日） 

当事業年度 
（自 2025 年 1 月 1 日 
至 2025 年 12 月 31 日） 

退職給付引当金期首残高 280,216 千円 319,786 千円 
退職給付費用 75,149 千円 74,235 千円 
退職給付の支払額 △ 35,579 千円 △ 50,442 千円 
退職給付引当金期末残高 319,786 千円 343,579 千円 

（注）上表については、役員に対する退職慰労金に係る金額を含めて表示しております。 

 
3．退職給付費用に関する事項 

  
前事業年度 

（自 2024 年 1 月 1 日 
至 2024 年 12 月 31 日） 

当事業年度 
（自 2025 年 1 月 1 日 
至 2025 年 12 月 31 日） 

簡便法で計算した退職給付費用 65,662 千円 64,748 千円 

 



（税効果会計関係） 
1．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳 

（単位：千円）

  
前事業年度 

（2024 年 12 月 31 日） 
当事業年度 

（2025 年 12 月 31 日） 
繰延税金資産         
賞与引当金損金算入限度超過額   69,252   11,568 
退職給付引当金損金算入限度超過額   97,918   105,204 
未払費用否認額   25,488   17,368 
未払事業税   35,905   18,934 
株式報酬費用   2,472   5,493 
資産除去債務   28,866   46,542 
減損損失   4,922   1,381 
有価証券評価損   450   - 
その他   505   426 

繰延税金資産小計   265,782   206,919 
将来減算一時差異等の合計に係る 
評価性引当額 

  
△ 126,748 

  
  

△ 148,640 
評価性引当額小計   △ 126,748   △ 148,640 
繰延税金資産合計   139,034   58,278 
          
繰延税金負債         
有価証券評価益   -   △ 620 

繰延税金負債合計   -   △ 620 
繰延税金資産の純額   139,034   57,657 

 



2．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因とな

った主要な項目別の内訳 

 
前事業年度(2024 年 12 月 31 日) 

   
法定実効税率   30.62％ 
(調整)     

交際費等永久に損金に算入されない項目   0.84％ 
住民税均等割   0.04％ 
評価性引当額の増減   4.44％ 
繰越欠損金の利用   △ 1.34％ 
その他   △ 0.07％ 
税効果会計適用後の法人税等の負担率   34.54％ 

 
当事業年度(2025 年 12 月 31 日) 

   
法定実効税率   30.62％ 
(調整)     

交際費等永久に損金に算入されない項目   1.31％ 
住民税均等割   0.04％ 
評価性引当額の増減   1.06％ 
その他   0.09％ 
税効果会計適用後の法人税等の負担率   33.13％ 

 



（関連当事者情報） 
前事業年度(自 2024 年 1 月 1 日 至 2024 年 12 月 31 日) 
1．関連当事者との取引 
(1) 親会社及び法人主要株主等 

種類 会社等の名称 所在地 
資本金 
又は 

出資金 

事業の 
内容 

議決権等

の所有

(被所有)

割合 

関連当事者 
との関係 取引の内容 取引金額 

（千円） 科目 期末残高 
（千円） 

親会社 

プルーデンシャ

ル・コーポレーシ

ョン・ホールディ

ングス・リミテッ

ド 

英国 
ロンドン市 

146 百万米

ドル 
持株 
会社 

被所有 
間接 100% 

管理業務の 
委託 

情報システム 
関連契約 

情報関連費の

支払 4,149 未払金 3,478 

業務委託 25,432 未払金 - 

 
(2) 兄弟会社等 

種類 会社等の名称 所在地 
資本金 
又は 

出資金 

事業の 
内容 

議決権等

の所有

(被所有)

割合 

関連当事者 
との関係 取引の内容 取引金額 

（千円） 科目 期末残高 
（千円） 

親会社の 
子会社 

イーストスプリン

グ・インベストメ

ンツ（シンガポー

ル)リミテッド 

シンガポー

ル 

1 百万 
シンガ 
ポール 
ドル 

投資 
運用業 なし 

サービス契約 その他営業収

益の受取(注 1) 347,593 未収 
入金 108,409 

調査業務の 
委託 

計算業務の 
委託 

管理業務の 
委託 

情報システム 
関連契約 

委託調査費の

支払(注 2) 635,211 
未払金 131,295 

委託計算費の

支払(注 2) 50 

情報関連費の

支払 29,228 
未払金 165,774 

業務委託 117,686 

親会社の 
子会社 

プルーデンシャ

ル・サービシズ・

シンガポール・プ

ライベートリミテ

ッド 

シンガポー

ル 

2 
シンガ 
ポール 
ドル 

サービ

ス業 なし 

管理業務の 
委託 

情報システム 
関連契約 

情報関連費の

支払 2,183 未払金 - 

業務委託 24,032 未払金 12,058 

取引条件及び取引条件の決定方針等 
(注 1)その他営業収益は関連会社等が運用する海外投信に係る通信・取次ぎ・翻訳業務のサービス報酬であります。 

料率は関連会社間で協議の上合理的に決定しております。 
(注 2)委託調査費及び委託計算費は、第三者との取引と同様の契約に基づき決定されております。 

 
2．親会社に関する注記 
Prudential plc (ロンドン証券取引所、ニューヨーク証券取引所、シンガポール証券取引所、香港証券取引所

に上場) 
Prudential Corporation Asia Limited 
Prudential Holdings Limited 
Prudential Corporation Holdings Limited 
Eastspring Investments Group Pte. Ltd. 



当事業年度（自 2025 年 1 月 1 日 至 2025 年 12 月 31 日） 
1．関連当事者との取引 
(1) 親会社及び法人主要株主等 

種類 会社等の名称 所在地 
資本金 
又は 

出資金 

事業の 
内容 

議決権等

の所有

(被所有)

割合 

関連当事者 
との関係 取引の内容 取引金額 

（千円） 科目 期末残高 
（千円） 

親会社 

プルーデンシャ

ル・コーポレーシ

ョン・ホールディ

ングス・リミテッ

ド 

英国 
ロンドン市 

146 百万米

ドル 
持株 
会社 

被所有 
間接 100% 

管理業務の 
委託 

情報システム 
関連契約 

情報関連費の

支払 5,131 未払金 752 

業務委託 32,511 未払金 5,927 

 
(2) 兄弟会社等 

種類 会社等の名称 所在地 
資本金 
又は 

出資金 

事業の 
内容 

議決権等

の所有

(被所有)

割合 

関連当事者 
との関係 取引の内容 取引金額 

（千円） 科目 期末残高 
（千円） 

親会社の 
子会社 

イーストスプリン

グ・インベストメ

ンツ（シンガポー

ル)リミテッド 

シンガポー

ル 

1 百万 
シンガ 
ポール 
ドル 

投資 
運用業 なし 

サービス契約 その他営業収

益の受取(注 1) 414,639 未収 
入金 82,976 

調査業務の 
委託 

管理業務の 
委託 

情報システム 
関連契約 

役員の兼任 

委託調査費の

支払(注 2) 595,775 未払金 79,993 

情報関連費の

支払 33,582 
未払金 157,659 

業務委託 182,205 

親会社の 
子会社 

プルーデンシャ

ル・サービシズ・

シンガポール・プ

ライベートリミテ

ッド 

シンガポー

ル 

2 
シンガ 
ポール 
ドル 

サービ

ス業 なし 

管理業務の 
委託 

情報システム 
関連契約 

情報関連費の

支払 3,961 未払金 3,556 

業務委託 23,835 未払金 - 

取引条件及び取引条件の決定方針等 
(注 1)その他営業収益は関連会社等が運用する海外投信に係る通信・取次ぎ・翻訳業務のサービス報酬であります。 

料率は関連会社間で協議の上合理的に決定しております。 
(注 2)委託調査費及び委託計算費は、第三者との取引と同様の契約に基づき決定されております。 

 
2．親会社に関する注記 
Prudential plc (ロンドン証券取引所、ニューヨーク証券取引所、シンガポール証券取引所、香港証券取引所

に上場) 
Prudential Corporation Asia Limited 
Prudential Holdings Limited 
Prudential Corporation Holdings Limited 
Eastspring Investments Group Pte. Ltd. 



（収益認識に関する注記） 
1．収益を分解した情報 
当社の収益構成は次のとおりです。 

  
前事業年度 

（自 2024 年 1 月 1 日 
至 2024 年 12 月 31 日） 

当事業年度 
（自 2025 年 1 月 1 日 
至 2025 年 12 月 31 日） 

委託者報酬 9,668,416 千円 9,946,958 千円 
その他営業収益 349,230 千円 414,639 千円 
計 10,017,646 千円 10,361,597 千円 

 
2．収益を理解するための基礎となる情報 
「(重要な会計方針)4. 収益及び費用の計上基準」に記載のとおりです。 

 
（セグメント情報等） 
1．セグメント情報 
当社の報告セグメントは「投資運用業」という単一セグメントであるため、記載を省略しております。 

 
2．関連情報 
(1) 製品及びサービスごとの情報 
前事業年度(自 2024 年 1 月 1 日 至 2024 年 12 月 31 日) 

(単位:千円) 

  委託者報酬 その他営業収益 合計  

外部顧客からの営業収益 9,668,416 349,230 10,017,646  

 
当事業年度(自 2025 年 1 月 1 日 至 2025 年 12 月 31 日) 

(単位:千円) 

  委託者報酬 その他営業収益 合計  

外部顧客からの営業収益 9,946,958 414,639 10,361,597  

 
(2) 地域ごとの情報 
① 営業収益 
本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の 90％を超えるため、地域ごとの営業

収益の記載を省略しております。 

 
② 有形固定資産 
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の 90％を超えるため、地域ごとの

有形固定資産の記載を省略しております。 

 
(3) 主要な顧客ごとの情報 

 
前事業年度(自 2024年1月1日 至 2024年12月31日) 
    (単位:千円) 

顧客の名称 営業収益 関連するセグメント 

イーストスプリング・インド消費関連ファンド 3,065,141 投資運用業 

イーストスプリング・インド株式オープン 2,979,316 投資運用業 

 
当事業年度(自 2025年1月1日 至 2025年12月31日) 
    (単位:千円) 

顧客の名称 営業収益 関連するセグメント 

イーストスプリング・インド消費関連ファンド 3,337,535 投資運用業 

イーストスプリング・インド株式オープン 2,960,514 投資運用業 

(注) 個別の外部顧客資産の集積である投資信託を、主要な顧客の単位としております。 



（1株当たり情報） 

  

  

前事業年度 当事業年度 

（自 2024 年 1 月 1 日 （自 2025 年 1 月 1 日 
至 2024 年 12 月 31 日） 至 2025 年 12 月 31 日） 

1 株当たり純資産額 120,206 円 79 銭 127,239 円 15 銭 

1 株当たり当期純利益金額 60,905 円 75 銭 67,917 円 1 銭 

(注 1) 潜在株式調整後 1 株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。 
(注 2) 1 株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下の通りであります。 

  

  

前事業年度 当事業年度 

（自 2024 年 1 月 1 日 （自 2025 年 1 月 1 日 
至 2024 年 12 月 31 日） 至 2025 年 12 月 31 日） 

当期純利益 1,404,486 千円 1,566,166 千円 

普通株主に帰属しない金額 -   -   

普通株主に係る当期純利益 1,404,486 千円 1,566,166 千円 

普通株式の期中平均株式数 23,060 株 23,060 株 

 
（重要な後発事象） 

該当事項はありません。 
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